
平成 30年（2018 年）1月 25日（7）第 285 号 足 立 区 議 会 だ よ り
　

い
ず
れ
も
平
成
29
年
12
月
22
日
に

議
決
し
、関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

内
閣
府
は
平
成
29
年
11
月
の
月
例

経
済
報
告
に
お
い
て
、
景
気
は
、
緩

や
か
な
回
復
基
調
が
続
い
て
い
る
と

し
て
い
る
も
の
の
、
先
行
き
に
つ
い

て
は
、
海
外
経
済
の
不
確
実
性
や
金

融
資
本
市
場
の
変
動
の
影
響
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
り
、
小
規
模
事
業
者

を
取
り
巻
く
環
境
も
依
然
と
し
て
厳

し
い
状
況
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
東
京
都
が
継
続
実

施
し
て
い
る
「
小
規
模
住
宅
用
地
に

対
す
る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
」

「
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措

置
」
及
び
「
商
業
地
等
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
水

準
の
上
限
引
下
げ
措
置
」
は
、
区
民

の
過
重
な
税
負
担
を
緩
和
し
、
厳
し

い
経
営
環
境
に
あ
る
小
規
模
事
業
者

に
と
っ
て
も
、
事
業
の
継
続
や
経
営

の
健
全
化
へ
の
大
き
な
支
え
と
な
っ

て
い
る
。

東
京
都
が
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
を

廃
止
す
れ
ば
、
区
民
や
区
内
小
規
模

事
業
者
の
経
済
的
・
心
理
的
負
担
は

極
め
て
大
き
く
、
景
気
に
与
え
る
影

響
が
強
く
危
惧
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
平
成

30
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

記

１　

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

　

市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽

　

減
措
置

２　

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
２

　

割
減
額
す
る
減
免
措
置

３　

商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

　

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

　

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下

　

げ
る
減
額
措
置

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
（
東
京
都
知
事
あ
て
）

よ
り
良
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
介
護
報
酬
改
定
を
求
め
る
意
見
書

　

平
成
27
年
４
月
の
介
護
報
酬
改
定

は
マ
イ
ナ
ス
2.27
％
と
厳
し
い
改
定
と

な
っ
た
た
め
、
多
く
の
介
護
事
業
所
の

経
営
に
影
響
を
与
え
、
介
護
人
材
の

確
保
が
困
難
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
平
成
30
年
４
月
の

介
護
報
酬
改
定
が
前
回
に
引
き
続
き

マ
イ
ナ
ス
改
定
と
な
れ
ば
、
現
在
も

厳
し
い
運
営
を
し
て
い
る
介
護
事
業

所
へ
の
影
響
は
さ
ら
に
深
刻
な
も
の

と
な
り
、
介
護
人
材
の
定
着
・
確
保

が
で
き
ず
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
予

想
さ
れ
る
。
介
護
事
業
者
の
事
業
の

縮
小
や
廃
止
な
ど
に
よ
り
、
介
護
を

受
け
た
く
て
も
受
け
ら
れ
な
い
利
用

者
、
い
わ
ゆ
る
介
護
難
民
を
生
む
こ

と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
介
護
事
業
所
が

安
定
し
て
事
業
を
継
続
し
、
利
用
者

に
安
心
安
全
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
、
介
護
従
事
者
の
労
働
環
境
の

改
善
を
可
能
と
す
る
介
護
報
酬
の
プ

ラ
ス
改
定
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
平
成
30
年
４
月
の

介
護
報
酬
改
定
が
、
介
護
事
業
所
の

安
定
し
た
経
営
と
介
護
人
材
の
確
保

に
配
慮
し
た
改
定
と
な
り
、
利
用
者

に
よ
り
良
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・

内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣
・
厚
生

労
働
大
臣
あ
て
）

　

第

２

回

臨

時

会　

会
議
の
あ
ら
ま
し

　

平
成
29
年
11
月
９
日
に
、
第
２
回

臨
時
会
（
会
期
１
日
）
を
開
会
し
ま

し
た
。

　

今
臨
時
会
で
は
、
区
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
議
案
１
件
に
つ
い
て
原
案
の

と
お
り
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

◇
あ
や
せ
保
育
園
新
築
工
事
請
負
契
約

　
契
約
方
法　

指
名
競
争
入
札

　
契
約
金
額　

４
億
２
千
984
万
円

　

相
手
方　

株
式
会
社
三
浦
工
務
店

◇
和
解
に
つ
い
て

　

生
業
資
金
貸
付
金
の
償
還
金
を
滞

納
し
た
相
手
方
に
対
す
る
貸
金
請
求

事
件
訴
訟
に
つ
き
、
和
解
す
る
も
の

※自民…足立区議会自由民主党　公明…足立区議会公明党　共産…日本共産党足立区議団　民進…足立区議会民進党　無派…無会派
※○…賛成　　△…継続　　×…反対　　欠…欠席　　除…除斥　　退…退出

議
　
決
　
結
　
果

自　民 公　明 共　産 民　進 無
派

無
派

無
派

無
派

白
　
石
　
正
　
輝
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沼
　
壮
　
次

せ
ぬ
ま
　
　
　
剛

新
　
井
　
ひ
で
お

く
じ
ら
い
　
光
治

鴨
　
下
　
　
　
稔

古
　
性
　
重
　
則

吉
　
岡
　
　
　
茂

渡
辺
　
ひ
で
あ
き

高
山
　
の
ぶ
ゆ
き

か
ね
だ
　
　
　
正

鹿
　
浜
　
　
　
昭

工
　
藤
　
哲
　
也

た
　
だ
　
太
　
郎

伊
藤
　
の
ぶ
ゆ
き

長
　
澤
　
興
　
祐

前
　
野
　
和
　
男

渕
　
上
　
　
　
隆

小
　
泉
　
ひ
ろ
し

た
が
た
　
直
　
昭

い
い
く
ら
　
昭
二

長
井
　
ま
さ
の
り

岡
　
安
　
た
か
し

く
ぼ
た
　
美
　
幸

佐
々
木
ま
さ
ひ
こ

吉
　
田
　
こ
う
じ

さ
　
の
　
智
恵
子

大
　
竹
　
さ
よ
こ

針
　
谷
　
み
き
お

ぬ
か
が
　
和
　
子

鈴
木
　
け
ん
い
ち

浅
　
子
　
け
い
子

は
た
の
　
昭
　
彦

西
の
原
　
え
み
子

山
　
中
　
ち
え
子

鈴
　
木
　
あ
き
ら

米
　
山
　
や
す
し

長
谷
川
　
た
か
こ

お
ぐ
ら
　
修
　
平

市
　
川
　
お
さ
と

へ
ん
み
　
圭
　
二

松
　
丸
　
ま
こ
と

土
　
屋
　
の
り
こ議　案　件　名

平成 29 年度足立区一般会計補正予算（第 4 号） 可決 ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○

※
議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区地域学習センターの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区立図書館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区地域体育館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区東綾瀬公園温水プールの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区学童保育室の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区こども未来創造館の指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

足立区西新井文化ホールの指定管理者の指定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × × ○×

諮問 生活保護費返還金督促処分に対する審査請求 棄却 棄
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棄
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棄
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棄
却
棄
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棄
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棄
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棄
却
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棄
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棄
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妥
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妥
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妥
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妥
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妥
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棄
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棄
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棄
却
妥
当
妥
当

議員
提出

足立区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改
正する条例（平成 28 年提出） 継続 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○

■意見の分かれた案件（28件中11件）
−その他の案件（17件）は、全会一致で可決されました。

委員会名 日　　程
主な内容（件数）

審査
報告 その他

議案 請願 陳情

総 務 委 員 会

11 月　9 日（ 木 ） 1
11 月 10 日（ 金 ） 3 2 3
12 月　5 日（ 火 ） 2
12 月　6 日（ 水 ） 3 3 4 5
12 月 22 日（ 金 ） 2

区 民 委 員 会
11 月 13 日（ 月 ） 3 5
12 月　7 日（ 木 ） 10 3 8

産 業 環 境 委 員 会
11 月 13 日（ 月 ） 2 9
12 月 11 日（ 月 ） 2 3

厚 生 委 員 会
11 月 14 日（ 火 ） 1 12 5
12 月 12 日（ 火 ） 2 14 5

建 設 委 員 会
11 月 15 日（ 水 ） 3 13
12 月 12 日（ 火 ） 5 4 10

文 教 委 員 会
11 月 15 日（ 水 ） 1 4 1
12 月 13 日（ 水 ） 2 1 4 7

議 会 運 営 委 員 会

11 月　8 日（ 水 ） 2 第２回臨時会・第４回定例会について
11 月 30 日（ 木 ）

第４回定例会について12 月　8 日（ 金 ） 2
12 月 21 日（ 木 ）

交 通 網  ・ 都 市 基 盤 整 備
調 査 特 別 委 員 会

11 月 16 日（ 木 ） 4
12 月 14 日（ 木 ） 2

待 機 児 童  ・ 子 ど も の 貧 困 対 策
調 査 特 別 委 員 会

11 月 16 日（ 木 ） 4 2
12 月 15 日（ 金 ） 4 1

災 害  ・ オ ウ ム 対 策
調 査 特 別 委 員 会

11 月 17 日（ 金 ） 1 3 3
12 月 18 日（ 月 ） 1 3 2

エ リ ア デ ザ イ ン
調 査 特 別 委 員 会

11 月 20 日（ 月 ） 1 3
12 月 19 日（ 火 ） 1 11

■委員会活動
みなさんの声を請願・陳情で
　請願・陳情は、議会に対して文書で施策
の実現を要望することができる制度です。
　足立区議会では、これらを慎重に審査し、
結果を提出者に通知します。
　請願書・陳情書には、特に所定の様式は
ありませんが、右の例を参考にしてお書き
ください。請願書・陳情書に必要な事項は
次のとおりです。
①請願・陳情の趣旨（具体的に）
②請願者・陳情者の住所、氏名（法人の場合
　は、その名称及び代表者の氏名）、電話番号
③押印（私印。ただし自署の場合は不要）
④紹介議員の署名又は記名押印（陳情書の
　場合は不要）
⑤提出年月日
⑥あて先（足立区議会議長）

※議員の紹介のあるものを「請願」、紹介のないものを「陳情」といいます。
　足立区議会での取扱いは同じです。

請願書・陳情書の例

○○についての請願（陳情）
請願（陳情）の趣旨
　　・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
理由
　　・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
請願者（陳情者）
　住　所
　氏　名　　　　　　　㊞
　ＴＥＬ
紹介議員（陳情には不要）
　氏　名　　　　　　　㊞

　年　月　日

　足立区議会議長　○○○○

報
　
告


